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参考資料 ２ 交通政策基本法案
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参考資料 １「国内航空分野における参入規制緩和の経緯」・「４５・４７体制」

出典：国土交通省

　昭和61年の運輸政策審議会答申にて廃止された国内定期航空運送事業者の参入制度であり、昭和45年閣議了解・昭和

47年大臣通達のためこう呼ばれる。この制度下では、JALは国際線と国内幹線、ANAは国内幹線とローカル線、JASは国

内ローカル線との割り振りとなっていた。（幹線：札幌、東京、大阪、福岡および那覇）

「４５・４７体制」

出典：国土交通省

　国土交通省では、今後の人口減少・少子高齢化の進展、地球温暖化対策等の諸課題に対応するため、交通政策全般にか

かわる課題、交通体系のあるべき姿、交通に関する基本的な法制度や支援措置のあり方などについて検討を行うこととし、

2009年11月に交通基本法検討会を立ち上げ、各地の交通関係者や利用者からヒアリングを行った。

　航空連合は2010年４月14日の第９回検討会でヒアリングを受けた。同年６月には「交通基本法の制定と関連施策の充

実に向けた基本的な考え方（案）」が取りまとめられた後に、国土交通省交通政策審議会・社会資本整備審議会　交通基本

法案検討小委員会が設置され、法案化に向けた具体的な検討が進められた。

　その中で「移動権の保障」については、法律面・行政面・社会的実態面から検討を行い、また地方公共団体、事業者な

どに対するアンケートを実施した結果、法案に ｢移動権の保障｣ を規定することは時期尚早と判断された。

　2011年１月に「交通基本法案の立案における基本的な論点について」の報告書が取りまとめられ、同年３月８日に交

通基本法案が閣議決定され、政府提出法案として第177回国会に提出されたが、その３日後に東日本大震災が発災したた

めに棚上げされた。

　2012年８月７日、第180回国会の衆議院国土交通委員会では法案主旨説明、同月22日の同委員会では参考人質疑が行

われたが、2012年12月の衆議院解散によって廃案となった。

　その後、政権再交代を受け、国土交通省は「交通政策基本法案」として、再提出を検討するものの、見込みが立たず、

2013年６月13日、民主・社民両党の議員立法として「交通基本法案」が183回通常国会に提出された。

　政府は2014年11月１日、提出を検討していた「交通政策基本法案」を閣議決定し、内閣提出法案として第185回国会

に提出し、11月27日、参議院本会議で可決・成立し、12月４日から施行された。

　なお、今回の法案には、民主党国土交通部門会議等で航空連合が要望した「航空保安の強化」に関する内容が、衆議院、

参議院の附帯決議として採択されている。
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LCC旅客数・シェアの推移（国内線、国際線）

航空機燃料税の緊急的な軽減措置
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参考資料 ３（概要）交通政策審議会 航空分科会 基本政策部会とりまとめ

出典：国土交通省

出典：国土交通省作成

【航空連合作成】
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参考資料 ７ 社会資本整備事業特別会計　空港整備勘定
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参考資料 ６ 国際連帯税（航空券連帯税）

出典：外務省

新たな国際連帯の考え方

飢餓や感染症などのグローバルな課題へ対応する必要性

財源・資金の考え方

ODAでは不十分

新たな資金調達の考え方

革新的な資金調達のしくみが必要

国際連帯税の導入

中期的かつ安定的に税収
が見込まれる【外務省】

航空券連帯税

国際連帯税の検討経緯・考え方 【航空連合の考え】

航空券連帯税の導入には反対

金融取引税

など

国際連帯の取り組み自体は否定しない
新たな財源の必要性は検証が必要
財源の使途については透明性を確保すべき

手段のひとつである「国際連帯税」のみに
議論が集中していることは問題
国民的議論や関係者への理解促進が必要

航空券連帯税は、受益と負担の関係が
不明確
先進主要国を除く一部の国の導入実績
のみで判断すべきではない

【航空連合作成】

出典：国土交通省

　航空ネットワークの基盤作りのため、昭和45年に空港整備に係る特定財源として空港整備特別会計が作られた。空港

使用料や航空機燃料税といった利用者・事業者負担を主な財源とし、それらを一旦特別会計という大きな財布にいれ、そ

こから各空港の整備費を捻出するというプール制を取っている。空港を作りネットワークが拡充すると、歳入規模が大き

くなり新たな投資原資が生まれるため、ネットワークの構築期には有効なスキームである。一方、国内の空港が概成し、

空港整備がネットワークの拡充から質の向上に力点が移った現在では、適切な規模の利用者負担を効率的・効果的に運用

することが求められており、歳入と歳出の関係が不透明となるプール制は問題が大きい。

　また平成20年度より、行政改革推進法で示された特別会計改革によって、空港整備特別会計とその他４特別会計（道

路整備、治水、港湾整備、都市開発資金融通）が統合され、社会資本整備事業特別会計となった。勘定区分として、道路

整備、治水、港湾、空港整備、業務の５勘定が設けられ、特会法に基づき、平成25年には社会資本整備事業特別会計に

関して、原則廃止され、一般会計化された。

　しかし、平成24年１月に閣議決定された「特別会計改革の基本方針」に基づき、空港整備勘定については、空港経営

改革の取り組みや、羽田空港の債務の返済状況を見極めるまでの間、自動車安全特別会計の下に経過勘定を設置し、現在

に至っている。
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訪日誘客支援空港

羽田空港の拡張に係る償還について
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参考資料 ８「明日の日本を支える観光ビジョン」新たな目標値／航空関係部分抜粋

出典：明日の日本を支える観光ビジョン構想会議

訪日外国人旅行消費額

安倍内閣３年間の成果

新たな目標への挑戦！

戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大
など、大胆な「改革」を断行。

・訪日外国人旅行者数は、２倍増の約2000万人に

・訪日外国人旅行消費額は、３倍増の約３.５兆円に

（2012年） （2015年）

836万人 ⇒ 1974万人

１兆846億円 ⇒ ３兆4771億円

地方部での外国人延べ宿泊者数

外国人リピーター数

日本人国内旅行消費額

訪日外国人旅行者数 2020年： 4,000万人 2030年： 6,000万人

2020年： 8兆円 2030年： 15兆円

2020年： 7,000万人泊 2030年：1億3,000万人泊

2020年： 2,400万人 2030年： 3,600万人

2020年： 21兆円 2030年： 22兆円

新たな目標値について

（2015年の約2倍） （2015年の約3倍）

（2015年の2倍超） （2015年の4倍超）

（2015年の3倍弱）

（2015年の約2倍）

（2015年の5倍超）

（2015年の約3倍）

（最近5年間の平均から約5％増） （最近5年間の平均から約10％増）

「訪日誘客支援空港」の認定

訪日誘客支援空港（拡大支援型） 計１９空港
訪日誘客に一定の実績をあげているうえ、拡大に向けた着実な計画・体制を有しており、国の支援（運航コスト低減やボトルネック解消等）
を拡大することにより、訪日旅客数のさらなる増加が期待される空港

静岡、仙台、熊本、茨城、北海道（稚内、釧路、函館、女満別、帯広、旭川）、高松、広島、北九州、
米子、佐賀、新潟、小松、青森、徳島、鹿児島、南紀白浜、岡山、山口宇部、松山
※「訪日誘客支援空港の認定等に関する懇談会」（座長：東京女子大学竹内健蔵教授）による評価平均が80点以上の空港
※国による支援は「地方空港受入環境整備事業費補助金」及び「ＣＩＱ施設整備補助」による支援

訪日誘客支援空港（育成支援型） 計２空港
訪日誘客に高い意欲を持ち、国による伴走支援（戦略立案策定等）により、訪日旅客数の増加が期待される空港

松本、下地島
※「懇談会」評価平均が80点未満の空港のうち、ターミナル改修等の計画が確認でき、国による伴走支援が効果的と考えられる空港
※国による支援：継続支援型と同様の支援＋航空局・観光庁・JNTO等による訪日誘客実現にむけた戦略・計画策定等の伴走支援

訪日誘客支援空港については、各地域における訪日客誘致の取組機運を継続・醸成するため、地元の
取組や意欲が一定レベルにあるものを幅広く認定することとし、以下の２７空港※を認定する。
その際、空港毎に誘客実績等が異なる実情に合わせ、より効果的な支援を講ずる観点から、認定空港
を以下の３カテゴリーに区分する。※バンドリング予定の北海道6空港は１とカウント

訪日誘客支援空港（継続支援型） 計６空港
訪日誘客に一定の実績をあげているうえ、着実な計画・体制を有しており、引き続き、国の支援（運航コスト低減やボトルネック解消等）を
実施することにより、訪日旅客数のさらなる増加が期待される空港

長崎、那覇、大分、宮崎、花巻、福島
※「懇談会」による評価平均が80点未満の空港
※国による支援：現行インバウンド割引制度、「地方空港受入環境整備事業費補助金」の一部による支援
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地公体の元本償還

財 投 の
支払利子

財 投 の 元 本 償 還

借入金の償還額・残高の推移

借入金の残高
（右軸）

支払総額

戦略３：「民間の知恵と資金」を活用した空港経営の抜本的効率化
２－２： 公租公課も含めた空港整備勘定の各歳入・歳出のあり方の見直し

今後は、空港整備勘定の抜本的な見直しとして、小型機の着陸料を可能な
限り軽減するなど、時代の要請に応えた着陸料体系を構築する。これを実
現するため、（中略）羽田の沖合展開や4 本目の滑走路の整備のため借り

入れた財政投融資の償還金の減少による空港整備勘定の財務改善効果
の活用を検討する。

国土交通省の成長戦略 （抄）
（平成２２年５月１７日 国土交通省成長戦略会議）

出典：国土交通省

出典：国土交通省

視 点 １
「観光資源の魅力を極め、

地方創生の礎に」

視 点 ２
「観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に」

視 点 ３

「すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に」

■「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、
そして世界に開放
・赤坂や京都の迎賓館などを大胆に公開・開放

■「文化財」を、「保存優先」から観光客
目線での「理解促進」、そして「活用」へ
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を
全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■「国立公園」を、
世界水準の「ナショナルパーク」へ
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について
民間の力も活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

■おもな観光地で「景観計画」をつくり、
美しい街並みへ
・2020年を目途に、原則として全都道府県・
全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定

■古い規制を見直し、
生産性を大切にする観光産業へ
・60年以上経過した規制・制度の抜本見直し、
ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材育成、民泊ﾙｰﾙの整備、
宿泊業の生産性向上など、総合ﾊﾟｯｹｰｼﾞで
推進・支援

■あたらしい市場を開拓し、
長期滞在と消費拡大を同時に実現
・欧州・米国・豪州や富裕層などをﾀｰｹﾞｯﾄにした
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ、戦略的なﾋﾞｻﾞ緩和などを実施

・MICE誘致・開催の支援体制を抜本的に改善
・首都圏におけるﾋﾞｼﾞﾈｽｼﾞｪｯﾄの受入環境改善

■疲弊した温泉街や地方都市を、
未来発想の経営で再生・活性化
・2020年までに、世界水準DMOを全国100形成
・観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ、規制緩和などを
駆使し、民間の力を最大限活用した
安定的・継続的な「観光まちづくり」を実現

■ソフトインフラを飛躍的に改善し、
世界一快適な滞在を実現
・世界最高水準の技術活用により、出入国審査の
風景を一変

・ｽﾄﾚｽﾌﾘｰな通信・交通利用環境を実現
・ｷｬｯｼｭﾚｽ観光を実現

■「地方創生回廊」を完備し、
全国どこへでも快適な旅行を実現
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能化
・新幹線開業やｺﾝｾｯｼｮﾝ空港運営等と連動した、
観光地へのｱｸｾｽ交通充実の実現

■「働きかた」と「休みかた」を改革し、
躍動感あふれる社会を実現
・2020年までに、年次有給休暇取得率70％へ向上
・家族が休暇をとりやすい制度の導入、休暇取得
の分散化による観光需要の平準化

これまでの議論を踏まえた課題

「明日の日本を支える観光ビジョン」－世界が訪れたくなる日本へ－ 概要

■我が国の豊富で多様な観光資源を、
誇りを持って磨き上げ、その価値を
日本人にも外国人にも分かりやすく
伝えていくことが必要。

■観光の力で、地域の雇用を生み出し、
人を育て、国際競争力のある生産性の
高い観光産業へと変革していくことが
必要。

■CIQや宿泊施設、通信・交通・決済など、
受入環境整備を早急に進めることが必要。

■高齢者や障がい者なども含めた、すべての
旅行者が「旅の喜び」を実感できるような
社会を築いていくことが必要。

「観光先進国」への「３つの視点」と「１０の改革」

１

平成28年３月30日策定
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参考資料 12 空港別収支 2019年度
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参考資料 11 令和3年度国土交通省航空局関係予算決定概要

出典：国土交通省 出典：国土交通省
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15

空港運営の民間委託に関する検討状況

コロナ時代の航空・空港の経営基盤強化に向けた支援施策パッケージ
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参考資料 13 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律案

出典：国土交通省

出典：国土交通省

出典：国土交通省
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18

19

成田空港の更なる機能強化

地域航空の担い手のあり方に係る実務者協議会
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参考資料

参考資料

16

17

首都圏空港の更なる機能強化

落下物対策総合パッケージ

出典：国土交通省

出典：国土交通省

出典：国土交通省

出典：国土交通省
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グランドハンドリング アクションプラン（概観）

自動運転のレベル分け
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参考資料 20 航空利用者の推移、航空会社の業績

出典：国土交通　月例経済より航空連合作成

出典：ANA・JAL決算資料より航空連合作成

出典：国土交通省

【例】自動で止まる
（自動ブレーキ）

前のクルマに付いて走る
（ACC）

車線からはみ出さない
（LKAS）

*1 （株）SUBARUホームページ *2 日産自動車（株）ホームページ *3 本田技研工業（株）ホームページ
*4 トヨタ自動車（株）ホームページ *5 Volvo Car Corp.ホームページ *6 CNET JAPANホームページ

*1 *2 *3
レベル１

レベル２

*6

レベル５

ACC： Adaptive Cruise Control,  LKAS: Lane Keep Assist System

レベル３
○条件付自動運転

システムが全ての運転タスクを実施するが、システムの介入
要求等に対してドライバーが適切に対応することが必要 *5

ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
監
視

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
監
視

官民ITS構想・ロードマップ2017等を基に作成

システムが前後・左右のいずれかの車両制御を実施○運転支援

○特定条件下での自動運転機能（レベル１の組み合わせ）
【例】車線を維持しながら前のクルマに付いて走る（LKAS+ACC）

自動運転のレベル分けについて

レベル４

○完全自動運転
常にシステムが全ての運転タスクを実施

○特定条件下における完全自動運転
特定条件下においてシステムが全ての運転
タスクを実施

○特定条件下での自動運転機能（高機能化）
【例】 高速道路での自動運転モード機能

①遅いクルマがいれば自動で追い越す
②高速道路の分合流を自動で行う *4

高速道路での完全自動運転
（2025年目途）

限定地域での無人自動運転移
動サービス（2020年まで）

高速道路等一定条
件下での自動運転
モード機能を有す
る「自動パイロット」
（2020年目途）

【別添３ 】

【例】自動で止まる
（自動ブレーキ）

前のクルマに付いて走る
（ACC）

車線からはみ出さない
（LKAS）

*1 （株）SUBARUホームページ *2 日産自動車（株）ホームページ *3 本田技研工業（株）ホームページ
*4 トヨタ自動車（株）ホームページ *5 Volvo Car Corp.ホームページ *6 CNET JAPANホームページ

*1 *2 *3
レベル１

レベル２

*6

レベル５

ACC： Adaptive Cruise Control,  LKAS: Lane Keep Assist System

レベル３
○条件付自動運転

システムが全ての運転タスクを実施するが、システムの介入
要求等に対してドライバーが適切に対応することが必要 *5

ド
ラ
イ
バ
ー
に
よ
る
監
視

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
監
視

官民ITS構想・ロードマップ2017等を基に作成

システムが前後・左右のいずれかの車両制御を実施○運転支援

○特定条件下での自動運転機能（レベル１の組み合わせ）
【例】車線を維持しながら前のクルマに付いて走る（LKAS+ACC）

自動運転のレベル分けについて

レベル４

○完全自動運転
常にシステムが全ての運転タスクを実施

○特定条件下における完全自動運転
特定条件下においてシステムが全ての運転
タスクを実施

○特定条件下での自動運転機能（高機能化）
【例】 高速道路での自動運転モード機能

①遅いクルマがいれば自動で追い越す
②高速道路の分合流を自動で行う *4

高速道路での完全自動運転
（2025年目途）

限定地域での無人自動運転移
動サービス（2020年まで）

高速道路等一定条
件下での自動運転
モード機能を有す
る「自動パイロット」
（2020年目途）

【別添３ 】

出典：国土交通省
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航空保安の変遷

航空保安対策の強化（令和3年度航空局関係予算決定概要）
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23

24

外国機に対する安全対策の概要

航空従事者の飲酒基準について

出典：国土交通省

出典：国土交通省

出典：国土交通省

・高い安全性が求められる旅客等を輸送する航空運送事業についてはアルコールへの厳格な対応が必要

・アルコールは微量でも注意力の低下や業務の正確性に影響し、その度合いはその日の体調や体質により異なる。

・航空機の運航に直接関与する者のうち「瞬時に正確な判断・行動」が求められ、かつ、その者の「単独の判断・行

動により安全運航に影響を与える場合」は厳格な飲酒ルールを義務化

〇業務前のアルコール検知器（ストロー式）による検査義務化※

２．航空運送事業者に対する規制

〇対象：操縦士、客室乗務員、運航前整備を行う整備従事者、
対空通信を行う運航管理従事者

〇アルコールが検知された場合には業務禁止

〇検査時の不正（なりすまし、すり抜け）防止体制の義務化

・検査時に第三者の立ち会い等を義務化(モニター等の活用可）

・検査情報の記録・保存（日時、氏名、結果等）

〇依存症職員等の早期発見・対応のための体制整備
（職員への教育、報告制度、カウンセリング環境等）

〇経営者含む全関係職員への定期的なアルコール教育
(危険性・分解速度等)を義務化

※操縦士及び客室乗務員は、機上で機体の操縦や旅客へ避
難誘導を行うこと等から、乗務後のアルコール検査の義務化、
飛行勤務前８時間以内の飲酒を禁止

３．アルコール不適切事案の航空局報告義務（法111条の4関係）

４．飲酒対策に係る体制の強化（法103条の2関係）

飲酒に係る不適切事案（アルコール検査で不合格の場合や適切
に実施されなかった場合等）について航空局への報告義務化

安全統括管理者の責務として飲酒対策を明確に位置づけ、必要
な体制を整備することを義務づけ、飲酒対策に係る体制を強化

「航空法７０条：アルコールにより正常な運航が状態での運航を禁止※1」の目安※2とする数値基準を制定

具体の判断基準無し 血中濃度：0.2g/ℓ未満、呼気中濃度：0.09mg/ℓ未満 ※2：罰則適用上の目安

※1:対象は事業用・自家用問
わず我が国を運航する全
ての操縦士(外国機含む)

(1)考え方

(２)飲酒対策

１．アルコール検査の義務化（法104条関係） ２．アルコール教育の徹底・依存症対応（法103条の2、104条関係）

１．全ての操縦士に対する飲酒基準

航空従事者の飲酒基準について①（基準の内容）

（従前）

※下線部は中間とりまとめから追加

1

【航空連合作成】
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制限区域内への不法侵入事例／国際テロ・未遂事例

航空会社と保安検査会社の契約形態
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参考資料 27 航空法等の一部を改正する法律案

出典：国土交通省

《国際テロ・未遂事例》

《制限区域内への不法侵入事例》
発生年月　 発生空港
2006. 4　神戸
2007.10　千歳
2008. 8　羽田
2009.12　福岡
2011. 1　広島
2013. 6　羽田
2014. 6　成田
2016. 5　羽田
2016. 8　千歳

概要
一般人が車でフェンスを突き破り、エプロンを走行
運送事業者トラックが貨物地区から制限区域内に侵入
一般人が貨物地区から制限区域内に侵入
自転車に乗った一般人が貨物地区から制限区域内に侵入
一般人が２メートルのフェンスを乗り越え，駐機場内に侵入
男性が車両ゲートをすり抜け、滑走路付近に進入
米国人男性が駐機地区に侵入
一般乗客が手荷物カウンター裏側から進入
一般乗客が保安検査場をすり抜け、飛行機に搭乗

発生年月　 発生国・都市
2001. 9　ニューヨーク
2006. 8　ロンドン
2009.12　米国
2010.10　イエメン
2011. 1　ロシア
2015.10　エジプト
2016. 3　ベルギー
2016. 6　トルコ
2017. 1　米国
2017. 3　フランス

概要
同時多発テロ事件
液体爆発物を機内に持ち込み爆発させる計画が判明（未遂）
デルタ航空機内での爆破テロ行為（未遂）
米国向け航空貨物の中に爆発物が入っていることが判明（未遂）
モスクワの空港で爆破テロ事件
ロシア機爆破事件
ブリュッセル連続テロ事件（空港・地下鉄）
イスタンブール空港テロ事件
フォートローダーデール空港テロ事件
オルリー空港テロ事件

【航空連合作成】

【航空連合作成】

保安検査会社

航空会社

委託 委託 委託 委託

空港に乗り入れている航空会社間の協議会で
委託費用を決定

契約料 契約料 契約料 契約料

外国航空会社にとっては、日本以外で保安

検査費用を支払うことがないため、協議会では
委託費用が抑制される傾向にある

保安検査会社

航空会社

契約料値上げ

理解 理解 ？ ？×

※会社管理空港では、空港が航空各社と保安検査会社間の契約を一括して受ける事務委任制度を導入している例もある。
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参考資料 32 機内迷惑行為防止法に関する法制化までの取り組み・機内迷惑行為防止法の骨子
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航空事故調査委員会設置法の改正

運輸安全委員会とは

　2001年３月、衆議院国土交通委員会に航空連合の清水事務局長（当時）が参考人として呼ばれ、航空

事故調査について意見陳述を行った。設置法自体に航空連合の主張を反映させることはできなかったが、

附帯決議に次の点が盛り込まれた。

　・事故調査委員会と捜査機関は国際民間航空条約の趣旨を尊重し、事故調査と犯罪捜査がそれぞれ適

確に遂行されるよう十分協力すること。

　・事故調査委員会の組織のあり方は、体制・機能強化や陸・海・空にわたる業務範囲の拡大などの必

要性を検証の上、諸外国の例を参考に今後の課題として検討を行うこと。

出典：運輸安全委員会

　航空連合は1999年10月の結成以来、機内迷惑行為の発生を抑止するため、罰則を伴った法制化に取

り組んできた。2000年５月の第１回政策実現総行動で、民主党政策調査会長と国土交通省航空局長に

対し、法制化を直接要請した。また、業界（定期航空協会）も2001年１月に航空局長宛に要請文を提

出した。

　これを受けて民主党は、2001年５月に議員立法による法案提出を決定し、11月、「機内迷惑行為防

止法案」を国会に提出した。しかし、与党の反対により審議に入れず、３度にわたって継続審議となった。

　一方、航空局は2001年12月、航空局・事業者・航空連合で構成される「機内迷惑行為防止検討委員会」

を設置し、2002年10月までに５回開催した。委員会発足当初は法制化に否定的だった航空局は、航空

連合の発言をはじめとする委員会での議論や2002年５～６月に実施した利用者アンケートの結果など

により、最終的には立法化を念頭に置いた具体的作業に着手するというスタンスに変わった。

　2003年３月、国土交通省は機内迷惑行為防止法案（航空法改正案）を国会に提出し、５月に衆議院

で民主党案とともに審議が始まった。審議の中で、民主党案の趣旨を踏まえて政府案が修正されたこと

から民主党は法案を取り下げ、修正後の政府案が衆議院で全会一致で可決された。７月には参議院でも

全会一致で可決され、機内迷惑行為防止法案（航空法改正案）が成立し、2004年１月15日に施行された。

　航空連合は、この間、政党（民主党を中心に自民党、公明党にも）、行政、業界（定期航空協会）に

対し法制化を繰り返し要請すると同時に、マスコミに対しても投稿、記者会見などを通じ法制化の必要

性を訴えてきた。また、政策シンポジウム、安全シンポジウムを通じて組合員への浸透を図るとともに、

航空連合加盟の客室乗務員へのアンケート調査（2001年４月）、連合メーデー会場でのビラ配布（2002

年５月）、全国紙への意見広告掲載（2002年６月）といった活動を積極的に展開してきた。

〔機内迷惑防止法の骨子〕

（１）航空機内にある者は、安全阻害行為等（機内迷惑行為）をしてはならない旨を定める。

（２）機長は、国土交通省令で定める安全阻害行為等【下記】をした者に対し、当該行為を反復・

継続してはならない旨の命令をすることができる。命令に違反した者は、50万円以下の

罰金に処する。

（３）施行後３年を経過した場合、（2）の規定の施行状況を勘案し、必要がある時は検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【罰金の対象となる安全阻害行為等（国土交通省令）】

①　乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為

②　トイレにおいて喫煙する行為

③　航空機に乗り込んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為※であって、当該航空機

の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者もしくは財産の保護または当該航空機

内の秩序もしくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのある行為

④　航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器を正当な

理由なく作動させる行為

⑤　離着陸時その他機長がシートベルトの装着を指示した場合において、シートベルトを正当

な理由なく装着しない行為

⑥　離着陸時において、座席のリクライニング、テーブルまたはフットレストを正当な理由な

く所定の位置に戻さない行為

⑦　手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれのある場所に正当な理由なく

置く行為

⑧　非常用の装置または器具（救命胴衣、煙感知機など）を正当な理由なく操作し、もしくは

移動させ、またはその機能を損なう行為

※「航空機に乗り込んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為」の具体例：セクハラ、暴言・威嚇など（航空連合追記）
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危険物輸送に関する技術的な指針

BASAの必要性
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参考資料 33 航空連合　客室乗務員への実態調査結果　※2019年4月～6月実施

Q1：ご自身の乗務する便において、盗撮・無断撮影にあったことはありますか？
Q2：Q1で「ある」と回答した方にお聞きします。盗撮・無断撮影行為に対し、あなたはどのように対処しましたか？

Q5：禁止命令の対象となる行為のうち、もっとも日常的に目にする行為はどれですか？

Q7：Q5の８つの行為のうち、命令書を手交するに至ったことがありますか？
　　 また、その行為はどれですか？（もっとも回数の多いものを選択ください。）

①乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な
理由なく操作する行為

②化粧室において喫煙する行為
③客室乗務員の職務の執行を妨げる行為、ま

たは機内の秩序、規律の維持に支障を及ぼ
すおそれのある行為

④航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれ
がある携帯電話その他の電子機器の使用

⑤離着陸時等、機長がシートベルトの装着を
指示した場合において、シートベルトを正当

な理由なく装着しない行為
⑥離着陸時において、座席の背当、テーブル、 

又はフットレストを正当な理由なく所定の位
置に戻さない行為

⑦手荷物を通路その他非常時における脱出の
妨げとなるおそれがある場所に正当な理由
なく置く行為

⑧非常用の装置又は器具、救命胴衣等を正当
な理由なく操作し、若しくは移動させ、又は
その機能を損なう行為

【分析】
・盗撮・無断撮影の経験が「ある」または「断定でき

ないが、あると思う」と回答された合計の割合が
61.6%となっており、多くの客室乗務員が機内で盗撮
または無断撮影の経験があることが判明した。

・盗撮・無断撮影の経験が「ある」と回答された客室
乗務員のうち、「対処することができなかった」割合
が57.7%となっており、半数以上が盗撮・無断撮影
行為に対し具体的なアクションを起こすことができ
なかったことが判明した。

【分析】
・項目③がもっとも多く
（31.7%）、次いで項目②

が多かった（23.6%）。
・前回の調査では、項目

③→④の順で割合が高
かったが、今回の調査
で次点に項目②が入り、
安全阻害行為の傾向の
変化がみられる。

【分析】
・前回の調査（13.3%）と比較し、「対処できるかどうか不安がある」の割合

が37.8%と大幅に増加している。
・各社の年齢構成（経験年数）の変化により、過去に安全阻害行為を経験

したことがない乗務員が増加している可能性があると推察される。
・過去の調査同様、経験不足や行為の具体例をイメージしづらいことが不

安要素として挙げられており、ケーススタディなど充実させることも重要。
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①乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作
する行為

②化粧室において喫煙する行為
③客室乗務員の職務の執行を妨げる行為、または機内の秩

序、規律の維持に支障を及ぼすおそれのある行為
④航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯

電話その他の電子機器の使用
⑤離着陸時等、機長がシートベルトの装着を指示した場合

において、シートベルトを正当な理由なく装着しない行為
⑥離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレ

ストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
⑦手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるお

それがある場所に正当な理由なく置く行為
⑧非常用の装置又は器具、救命胴衣等を正当な理由なく操

作し、若しくは移動させ、又はその機能を損なう行為

①命令書を手交した
②ない

【分析】
・命令書の手交に至ったケースは全体の15.7％。なお、

前回調査では、22％となっており、命令書の手交に
至ったケースは減少している。

・命令書の発行の対象となった行為は項目③（45.4％）が

　最も多く、次いで項目②（約37.4％）となっておりこ
れら２分類で全体の70％以上を占めている。

・その他の6分類については、それほど大きな差は見ら
れない。
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Q10：安全阻害行為等が自分の乗務便で発生した場合、自信を持って対処できますか？

【分析】
・2006年、2011年、2015年の調査の比較で項目②が改善傾向（減少）にあ

ったが、今回の調査では項目②が増加している。
・前回の調査では施行から10年以上経過し、「法の内容、主旨等が浸透し

つつあると考えられる」と分析していたが、今回の傾向の変化をふまえ、
あらためて旅客への周知等具体的な対応を検討する必要がある。
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①ほとんどの場合、1回注意したら問題
の行為は収まった。

②１回の注意で問題の行為は収まること
は少なく、数回注意することが多い。

③注意しても収まることは少なく、命令
書の手交を検討することが多い。

Q6：Q5の行為に遭遇したときの旅客の対応としてもっとも多いものはどれですか？

N=1,623N=1,623

N=978N=978

N=1,515N=1,515

N=1,578N=1,578

641 / 39.5％641 / 39.5％③③

3 / 0.2％3 / 0.2％④④

738 / 75.5％738 / 75.5％①①

89 / 37.4％89 / 37.4％②②

108 / 45.4％108 / 45.4％③③

2 / 0.8％2 / 0.8％①①
3 / 1.3％3 / 1.3％⑧⑧

10 / 4.2％10 / 4.2％⑦⑦
7 / 2.9％7 / 2.9％⑥⑥
9 / 3.8％9 / 3.8％⑤⑤

10 / 4.2％10 / 4.2％④④

1,277 / 84.3％1,277 / 84.3％②②

266 / 16.9％266 / 16.9％①①

715 / 45.3％715 / 45.3％②②

597 / 37.8％597 / 37.8％③③

230 / 23.5％230 / 23.5％②②

10 / 1.0％10 / 1.0％③③

620 / 38.2％620 / 38.2％②②

150 / 41.8％150 / 41.8％①①

2 / 0.6％2 / 0.6％③③

207 / 57.7％207 / 57.7％②②359 / 22.1％①

238 / 15.7％①

①対処できる
②⾃信はないが対処できる
③対処できるかどうか不安がある
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【航空連合作成】

　ICAO（国際民間航空機関）では２年に１度、「危険物の航空輸送に関する技術指針」を審議している。

国土交通省はその内容について全日本航空事業連合会の航空危険品委員会に諮問し、審議と検証を経て、

日本政府としての対応方針を策定している。

出典：国土交通省

参考資料 36 整備分野における安全規制の集中的見直し
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飛行機を安心してご利用頂くための航空会社の取組み

グラハン体制強化のための空港運用基準の見直し

グラハン体制強化のための空港運用基準の見直し
背景

明日の日本を支える観光ビジョン（平成２８年３月）（新たな目標 訪日外国人旅行者数 ２０２０年：４０００万人 ２０３０年：６０００万人等）

地方空港のゲートウェイ機能強化とＬＣＣ就航促進

• 複数空港の一体運営（コンセッション等）の推進（特に北海道）
• 地方空港の着陸料軽減を実施
• 首都圏空港の容量拡大（羽田空港の飛行経路の見直し等）
• 首都圏におけるビジネスジェットの受入環境の改善
• 地方空港のLCC・チャーター便の受入促進（グラハン要員の機動的配置

を可能にする基準の柔軟化、CIQ機能の強化、地方空港チャーター便の
規制緩和、操縦士・整備士の養成・確保 等）

• コンセッション空港等における到着時免税店制度の研究・検討
• 新規誘致に係るJNTOの協働プロモーション支援

 地方空港のグラハン業務は、定期便に対応できる
最小の要員体制で実施されており、LCC・チャー
ター便の就航への対応が困難

 グラハン要員の複数の空港間での機動的配置（広
域的な支援体制の確保）が必要

広域支援の例

 車両運転許可取得に係る講習・試験の見直し
空港の車両運転許可を有している者が、一時的に他の地方空港のグラハン業務の支援を

行う場合、車両運転許可の条件としている空港管理者による講習及び試験を免除可能とする。
（平成２８年８月基準改正済み）

 車両運転資格要件の見直し
ＧＳＥ車両の運転資格要件（大型免許、中型免許、牽引免許、大型特殊等）
・旅客輸送バス等に係る二種免許は要件としないこととして平成２８年１２月通達済み
・ＧＳＥ車両の運転資格要件について平成２９年３月基準改正済み

 未登録自走車両の整備要件の見直し
半年毎に課している「道路運送車両の保安基準」に準じた検査間隔の延長等

（平成２９年３月基準改正済み）
【今後の取り組み】
 立入承認証（ランプパス）の改善

グラハン要員の機動的配置を可能とする更なる見直し

方向性

グラハン業務の生産体制向上、グラハン要員の円滑・効率的な
機動的配置を支援するため安全確保を前提として現行の基準を見直す

出典：国土交通省

出典：定期航空協会

参考資料 39 国際観光旅客税の創設

次世代の観光立国実現に向けた観光促進のための国際観光旅客税（仮称）の創設

観光立国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、観光促進のための税として国際観光旅客税（仮称）を創設する。

要望の結果

背景・概要

観光促進のための税として、国際観光旅客税（仮称）を創設し、平成31年1月7日以後の出国旅客に定額・一律（1,000円）の負担を求め
ることにより、高次元の観光施策のための財源を確保。
2020年訪日外国人客4,000万人目標等に向け、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報の入手

の容易化及び地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験・滞在の満足度の向上に資する施策に財源を充当。

◆ 次世代の観光立国実現のための観光財源のあり方検討会「中間とりまとめ」
（抜粋）（平成29年11月９日）

訪日外国人旅行者2020年4,000万人等の目標達成に向けて、①ストレスフ
リーで快適に旅行できる環境の整備、②我が国の多様な魅力に関する情報の
入手の容易化、③地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等によ
る地域での体験・滞在の満足度向上の3つの分野に観光財源を充当する。
財源を充当する施策は、①受益と負担の関係から負担者の納得が得られるこ
と、②先進性が高く費用対効果が高い取組みであること、③地方創生をはじ
めとする我が国が直面する重要な政策課題に合致すること。

2020年訪日外国人客4,000万人目標等に向け、ストレスフリーで快適に
旅行できる環境の整備、我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易
化及び地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域
での体験・滞在の満足度の向上に資する施策に財源を充当。

財源の使途

＜現状＞

入国時の状況（那覇空港）

出国時の状況（中部空港）

定期航路ターミナル内でのCIQ待ち状況
＜概要＞

＜財源を充てる施策の一例（イメージ）＞

クルーズ船内のCIQ待ち状況

スマートセキュリティ
保安検査の円滑化

チェックイン等の
簡略化・自動化 CIQの革新

出発
departure

到着
arrival

手続・導線全体の効率化

具体例
顔認証ゲートによる審査時間の短縮

【参考】IATA（国際航空輸送協会）目標：2020年までに出発は出発ロビーから免税店エリアまで10分、到着は到機から到着ロビーまで30分

H29.10運用開始（羽田空港）

・共有自動チェックイン機（CUSS）
・共有自動手荷物預入機（CUBD)
・導線のストレス・バリアフリー化
・インライン検査型旅客手荷物処理
システム等

・最新機器（ボディスキャナ、CT等）
・検査場のリデザイン
・スマートセキュリティシステム
・中央制御型保安システム 等

・バイオカート
・顔認証技術を活用した自動化ゲート

等

出典：国土交通省

参考資料 40 訪日外国人旅行者数・出国日本人数の推移 2020年

出典：観光庁
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参考資料 41 グリーンイノベーション基金事業の基本方針（概要）

参考資料 42 重点調査空港の選定結果（一覧）

出典：国土交通省

出典：経済産業省


